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年 金改革 法が成立 しました 


年金が、本当に「カット」されるのか?
どんな改革なのか?
年金の将来が、どのように安定していくのか?


などについて、お知らせします



「年金の仕組み」をもう一度

※平成29年1月から開始公的年舎は、現役で働く世代が高齢者などを

支え、社会全体で安J~\を提供するものです。 

20歳以上の全ての人が加入する国民年舎と、

会社員や公務員が加入する厚牛年舎の2階建て

3階� 

2階� 

引になっています。� 1階

※1 個人や企業で、上乗せの「私的年舎Iに加入して
いる揚合、 「3階建て」になります。� 

現役世代が払う保陵料を年金給付に充てる「仕送り」

(賦課方式〉が制度の基本です。保険料以外にも、税金

〈基礎年金の1/2)と積立金が給付に充てられます。

現在、高齢化と少子化が急速に進み、受給世代に刻す

る現役世代の割合が値下しています。この状況下でも、

宿来にわたって持続的で安J~\できる仕組みとなるよう、

平成16年lこ「マクロ経済スライド」� ※� 2を導入しましだ。

現役からの
保険料収入

年金
支払額� 

国庫負担

積立金

※2 現役世代が負担する保険料水準は固定レた上で、現役世代の減少や寿命の伸びに応じ、物価や平I句集金の伸びを
一部差レ引いて年金給付の水準を調整する仕組みです。前年度より年金額が下がる調整は行いませんが、平成� 30年� 
4月からは、物価・賃金が上昇レだ際に、過去の未調整分ち繰り越して調整レます。

私たちの年金はどうなるの?

。年金をすでに受け取っている方(年金受給者)� 

⑥	 ・今回の改革により、年金額は減るのですか。
賃金と物価が上がっている経済状況では、今回の改革によるルールが発動される

ことはなく、年金額は減りません。

政府は、アペノミクスにより経済再生に全力で取り組んでいます。
 

⑥	 ・経済再生に取り組んでいるのにルールを変えるのはなぜですか。
将来、リーマンショックのような想定外の事態が発生し、賃金が下がり、物価変

動を下回る場合には、賃金変動に合わせて年金額を改定します(平成� 33年4月r-v)。

このようにルールを変えなければ、現在の年金支払によって、将来世代のための

積立金が予定以上に取り崩され、現役世代が将来受け取る年金の水準が低下します。� 

⑥ ・年金だけでは生活が困難ですが、低所得者への支援はあるのですか。
年金を含めても所得が低く援助を要する方には、新たに「福祉的な給付J (年最大 

6万円)がスター卜します(平成� 31年� 10月予定)。

生一りの方は各地一援のた一一一お住まいの都道府間区…m 



@もうじき、年金を受給される方 

⑥ ・年金はいつか6もらえるのですか。
老齢基礎年金は65歳からです。老齢厚生年金については、平成42年までの問、� 

6 0歳から� 65歳に段階的に引き上げられていきます(生年や性別で違いがありま

す)� 6 0歳以上ならば、額は減りますが繰り上げて受給することも可能です。0 

⑥ ・将来ちらえる年金の額はどこで確認できますか。
毎年、皆さんの誕生月に郵送される『ねんきん定期便Jや、日本年金機構のホー

ムページにある「ねんきんネット」で確認できます。 ただし、その額は目安です。

実際には、受給までに納付された額やその時の物価などを考慮した額になります。� 

⑥ ・受給の際にはどのような手続きが必要ですか。
年金を受給するためには、年金請求の手続きが必要です。� 60歳または� 65歳に

なる前に、日本年金機構から「年金請求書Jが郵送されてきますので、必要な書類

を添えてお近くの年金事務所ヘご提出ください。

@現役で働いている方 

⑥	 ・自分が支払う保険料の見通しについて教えてください。

厚生年金の保険料率は、平成� 29年9月より後には、上がることはありません。

また、国民年金の保険料は、平成� 31年4月より後には、上がることはありません� /

(ただし、物価や賃金の変動に応じて上下することはあります)。� 

⑥ ・若い人は納付額以上の給付を受けろれないのですか。
違います。これからも皆さんが納めた額以上の年金を給付できる見通し※� 3です。

受給者全員が受け取る「老齢基礎年金」は、給付額の半分を国が負担しています。� 

※� 3 平均寿命(現在は男性� 80. 7 9歳、女性� 87. 0 5歳)まで生きた場合に、保険料の納付期間の長さ

などの条件を置いて計算しています。� 

⑥ 保険料を払わないとどうなるのですか。

将来受け取る年金額が、その分、減ります。年金額は保険料を納付した期間に応じ

て決まり、さらに、受給には納付期間等が� 10年※� 4必要です(老齢年金の場合。保険

料の免除や猶予をした期聞を含みます)。� 

※4 平成 29年8月から、必要な期聞が r2 5年Jから� r1 0年」に短縮されます。
すでに� 65歳以上で、今回の短縮により受給が可能となる方には、平成� 29年� 2月末r"J 7月に日本年金機構
から「年金請求書」を郵送する予定です。必要書類を添えてお近くの年金事務所などにご提出ください。

また、保険料の納付(または免除や猶予の手続)をしていれば、� 6 0歳未満でも、けがなど

で重い障害を負った場合に『障害年金』、一家の大黒柱が小さな子供や配偶者を残

して亡くなった場合に「遺族年金』を受け取れます。



•••••• 

。60歳未満で職に就いていない方� 

⑥� .60歳より前に無職になった場合、年金への加入が必要ですか。� 

20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入する必要があります。年金の受給に

は、保険料を納付した期間等が� 10年以上※� 5必要です(老齢年金の場合)。� 

※� 5 平成� 29年8月、必要な期間が� 125年」から短縮されます。保険料の免除や猶予をした期聞を含みます。� 

⑥ ・専業主婦・主夫で保険料を払っていませんが、大丈夫でしょうか。
厚生年金の加入者の配偶者で、加入者に扶養されている方については、個人での負

担は不要です。厚生年金の制度全体で保険料を負担しているからです。� 

⑥ 	 年金記録の確認について教えてください。

基礎年金番号に結びついていない持ち主不明の年金記録が約� 2千万件あります。

特に、転職が多い方、姓が変わったことがある方、いろいろな読み方があるお名前

の方などは、年金記録を確認ください。ねんきん定期便やねんきんネット、またはお

近くの年金事務所で確認ができます。

@将来の年金を増やしたい方 

⑥	 ・「パートで働いても厚生年金に入って年金を増やせる』と聞きましたが。
現在、パート労働者で国民年金に加入している方は、厚生年金に加入すると将来の

年金受け取り額が増加します。

週20時間以上勤務で、月額賃金が� 8. 8万円以上の場合、厚生年金に加入できること

となりました(大企業は平成� 28年� 10月から、中小企業等は平成� 29年4月から※6) 。� 

※� 6 500人以下の中小企業では、厚生年金に加入することについて労使合意が必要となります。� 

⑥ ・もうすぐ� 65歳になりますが、年金を増やすことはできますか。� 

6 5歳以降に受給開始を繰り下げることで年金が増加します。たとえば、受給を� 70歳

まで、待った場合には、� 65歳で受給するときよりも年金額が約� 4割増えます。� 

c.)・公的年金に上乗せしても5える年金があると聞いたのですが。� 
¥ iDeCo(イデコ。個人型確定拠出年金)や国民年金基金等に加入すれば年金額を増

やせます。特にiDeCo(ま、� 60歳未満なら基本的に誰でち加入できるようになりました

(平成 29 年 1 月~)。なお、掛け金などについて所得税の優遇ち受けられます。

イデコダイヤル(平成29年1月3日以降〉� 

0570ー086-105
月~金曜日/10:00-20:00
土曜・日曜・祝日、� 10:00-16:00

国民年金基金:0120-65-4192
月曜日~金曜日/9:00-17:00
。土曜・日曜・祝日、� 12月29日から1月� 

3日はご利用いただけません。

ピ4年金購求等の手続きについてのお問い合わせはJねんきんダイヤル』まで� l 
[tl!U'lr.l!t:I5r;}! Ij1rUJで始まる電話でおかけになる場合は Tel.03-6700-1165 

司副~

月曜日〈月曜が休日の場合は、休日明けの初日~II!BCI11:II!J[ITlJ火~金曜日 g:Øëtlr:ltBl#1 第2土曜日D!Oe{Ir:lI;oIIll 

酔境調・・・・・ ・・・・・
・・. .・・・・・[!]極量調
 ・・・・・
0土曜・日曜・祝日〈第2土曜を除く)、 12月~日から 1 月 3日はご利用いただけません。 E型型開1 • 

文書やI~il:~での年金相談も可能です。詳しくは・~fi~~週目検索


